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■ 本事業の位置付けと性質

（２）本事業の位置付け ・・・実証を対象とします。

研究技術開発段階 実用化段階

導入・普及技術実証技術開発基礎研究

（１）本事業の性質 ・・・国の委託事業です。補助事業ではありません。

委 託 補 助

費 用 国の事業を、他の機関等が代わって行います。
成果に対する反対給付として、委託費を支出し
ます。

国が、国家的見地から公益性があると認めた特定の
事業に対し、反対給付を求めることなく一方的な金銭
的給付を行います。

資 産 事業において取得した物品や財産等の資産は、
基本的に国に帰属します。

補助事業者に帰属します。ただし、処分等について一
部制約があります。

知的財産 基本的に国に帰属します。 補助事業者に帰属します。

研究室

成果を反映させながら
改良

施設

機械等土地

イメージ

施設等の設置



森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業について

■ 事業の目的
林地残材等の未利用森林資源の活用を目指し、研究成果や技術開発成果を要素技術とした実証を行い、
新産業の創出につながる製造システムを構築する。

■ 要 件
（１） 木質バイオマスを分子レベルでとらえ、ケミカル又はメカニカル、バイオロジカルに変換して利用すること。
（２） 木質成分を総合的に利用すること。
（３） 化石由来製品に代替する利用であること。
（４） 研究成果や技術開発成果を要素技術として活用し、５年以内に製造システムの構築が見込めること。

林野庁では、木質バイオマスの新たな利用によるニュービジネス市場の創出や、将来の木質バイオマスのカスケード
利用実現のため、平成２０年度に採択した企画提案に基づく４件の技術実証に加え、平成２１年度に新たに２件の企画
提案を募集します。

項 目 内 容 H20採択内容

１
大規模低コスト型

製造システム

・広い市場が期待されるものについて
の、低コストで高効率な製造

・低コスト化のための副産物の高度活
用

・原料である木質バイオマスの安定供
給のもとに大量の木質バイオマスを
継続的に活用

・ｱﾙｶﾘ蒸解法による
ｴﾀﾉｰﾙ製造ｼｽﾃﾑ

２
高付加価値型

製造システム

・木材の高付加価値化の実現

・木材を活用しての高付加価値製品に
よる新規用途、市場の開拓

・熱分解ｶﾞｽ化による
ﾅﾉｶｰﾎﾞﾝ製造ｼｽﾃﾑ

３
小規模分散型

製造システム

・収集・運搬コスト等の課題解決

・地方分散型、地産地消型の産業創出

・単独では必要とする原料は少量であ
るが、各地に普及させることにより、
大量の木質バイオマスを活用

・亜臨界水処理によ
る連続分解ｼｽﾃﾑ

・ﾏｲｸﾛ波を用いたﾊﾞ
ｲｵｵｲﾙ化によるﾄｰ
ﾀﾙ利用ｼｽﾃﾑ

少量生産

高付加価値

（２）高付加価値型

（３）小規模分散型 （１）大規模低コスト型

実証・実用段階
に至っていない

大量生産

安価・汎用性

平成２１年度は、２項目について

新規採択を行います。



森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業について（新規募集分）

①

大規模低コスト型

②

高付加価値型

・製品価値（高品質、高性能）
・製品価値（用途、市場規模）
・製品価値（独自性、新規性）
・環境負荷少 等

・製品価値（高品質、高性能）
・製品価値（用途、市場規模）
・製品価値（独自性、新規性）
・環境負荷少 等

製品・部品
製品原料 等

製品・部品
製品原料 等 ・製造コスト（安価、競争力）

・大型化可能
・大量・安定生産可能
・環境負荷少 等

・製造コスト（安価、競争力）
・大型化可能
・大量・安定生産可能
・環境負荷少 等

エタノール
ディーゼル燃料

汎用プラスチック 等

エタノール
ディーゼル燃料

汎用プラスチック 等

③

小規模分散型

・地産地消・地域活用
・機能性（軽量、小型）
・操作性
・環境負荷少
・普及性 等

・地産地消・地域活用
・機能性（軽量、小型）
・操作性
・環境負荷少
・普及性 等

ディーゼル燃料
製品・製品原料 等

ディーゼル燃料
製品・製品原料 等

■事業内訳
（１）H20年度の採択事業の継続
（２）②、③について新規募集し、

実施

■予算額
（１） 5億5千万円
（２） 2億円

■事業内訳
（１）H20年度の採択事業の継続
（２）②、③について新規募集し、

実施

■予算額
（１） 5億5千万円
（２） 2億円

森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
（委託、7億5千万円）

森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業
（委託、7億5千万円）

（２）新規採択分について

■採択件数

②、③各１件を採択して実施

■事業規模

１件につき１億円程度



・・・本事業の対象

製品加工
走行実証等

伐採・収集・運搬 原材料 木質バイオマスを使用した製造システムの実証 製品

■ 本事業の内容について

製造システム実証機材及び施設等の整備等に係る経費 製造システム実証に係る経費

ｱ) 施設等設計費

ｲ) 施設等整備費及び設置費

ｳ) 機材等整備費及び設置費

ｴ) 施設等設置場所に係る借料

ｵ) 許認可申請に係る費用等

ｱ) システム実証費（人件費、賃金、旅費、光熱水料金、実証用試
薬、原材料費、消耗品費、雑役務費等）

ｲ) 機材費（計測機器、分析機器、備品等）

ｳ) 分析費（各種試験、成果物の内容の同定等の分析費）

※この他、間接費、再委託費が対象となる。また、その他必要な経費については、林野庁と協議を行うこととする。

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

・プラント実施設計
・許認可等申請、取得
・プラント建設
・プラント運転、データ収集
・技術開発、改良

・データ収集
・課題の洗い出し
・技術開発、改良
・プラント改良

・データ収集
・課題の洗い出し
・技術開発、改良
・プラント改良

・データ収集
・課題の洗い出し
・技術開発、改良
・プラント改良

・プラント改良
・製造システムの完成
・報告書等作成

１．本事業の対象経費等について

２．５年間の事業イメージ（例）

プラント実施設計
設置許可申請等

プラント建設
完成検査

プラント使用開始
データ収集、課題の洗い出し、プラント改良

実用化システム完成

研究室における研究・技術開発
反 映

プラント設置場所の貸借契約



参加表明書の提出

企画提案書の提出

公 募（企画提案方式）

事前審査（書面）

審査委員会

審査結果通知

契約の協議・誘引

企画提案会準備

受理

受理

企画提案会

事前審査結果通知受理

契約書等提出

受理

受理

契 約 締 結

契約候補者の選定

４月１０日（金）まで

４月２２日（水）まで

採択された場合

参 加 者参 加 者 林 野 庁林 野 庁

■ 事業の流れ （応募から契約締結まで）



■ 事業の流れ （審査方法）

○審査委員会
外部有識者６名により構成されます。
審査委員は、化学・工学等の技術的知見、経済・産業的知見を有する有識者から任命します。

審査委員名簿は、委員への不正な働きかけを防止するため、審査終了まで非公開とします。

２．企画提案会の開催（５月中旬頃）
応募者には、企画提案会において企画提案書の内容を説明していただきます。

開催日時・場所等は別途お知らせします。
企画提案会は、応募者の営業秘密等の保護の観点から、非公開とします。
なお、事前審査を行った場合は、事前審査を通過した企画提案のみを対象とします。

３．審査委員会の開催（５月中旬頃）
審査委員会は、企画提案会での内容等を踏まえ、審査を行います。
審査基準等については、応募要領をご覧ください。

審査終了後、審査委員会は林野庁長官に契約候補者を推薦します。
審査委員会は、個々の提案内容を公表しないこととしていることから、非公開とします。

１．事前審査
企画提案会を効率的に進めるため、必要な場合は書面による事前審査を行う場合がありますのでご了承ください。
事前審査の実施の有無については応募件数や提案内容等を勘案し、審査委員会と相談の上決定します。
事前審査を実施した場合、審査結果は応募者へ個別にお知らせします。

４．契約の締結
審査結果については、選定の合否を問わずすべての応募者へ通知します。
林野庁は、審査委員会から推薦のあった候補者と委託費を含め委託契約に関する協議を行い、
委託契約を締結後、契約相手方の名前及び事業内容、契約額等を公表します。
本事業は基本的に５年間事業ですが、年度毎に公募及び契約の手続を行うものであり、次年度
以降の契約を保証するものではありません。



委託完了検査

確定通知・精算払い受理

受 託 者受 託 者 林 野 庁林 野 庁

■ 事業実施中の手続き

概算払請求書 概算払協議

概算払通知・支払受理

事業実績報告書

再
委
託

概
算
払

事
業
完
了

再委託承認通知再委託契約手続

再委託承認申請書

１．物品及び財産の取扱いについて

本事業により受託者が取得した物品及び財産は、委託事業期間
中は、善良な管理者の注意を持って管理していただくことになりま
す。

台帳等に記載のうえ、物品にはシールを貼るなどして管理してくだ
さい。

委託事業終了後については、別途、国への引渡しの要否等につい
てお知らせします。

１．物品及び財産の取扱いについて

本事業により受託者が取得した物品及び財産は、委託事業期間
中は、善良な管理者の注意を持って管理していただくことになりま
す。

台帳等に記載のうえ、物品にはシールを貼るなどして管理してくだ
さい。

委託事業終了後については、別途、国への引渡しの要否等につい
てお知らせします。

２．知的財産権の帰属について

本事業の成果により特許権等次に係る権利を得た場合の所有権
は、すべて林野庁長官が承継するものとします。

① 特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権

② 実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権

③ 意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権

④ 著作権

２．知的財産権の帰属について

本事業の成果により特許権等次に係る権利を得た場合の所有権
は、すべて林野庁長官が承継するものとします。

① 特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権

② 実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権

③ 意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権

④ 著作権

■ 物品・財産、知的財産等の取扱いについて


